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こひつじ乳児保育園 重要事項説明書 （2026 年度） 

  保育の提供の開始にあたり、当園が説明すべき内容は、次のとおりです。 

１ 施設運営主体 

名  称 社会福祉法人 博愛社 

所 在 地 大阪市淀川区十三元今里 3 丁目 1 番 72 号 

電 話 番 号 ０６－６３０１－０３６７ 

代表者氏名 理事長 畑野 研太郎 

 

   ２ 利用施設 

施 設 の 種 類 保育所 

施 設 の 名 称 こひつじ乳児保育園 

施 設 の 所 在 地 大阪市生野区小路東 1 丁目 17 番 28 号 

連  絡  先 電話番号０６－６７５４－４３５５ 

Ｆ Ａ Ｘ０６－６７５４－４３５７ 

ホームページアドレス http://www.hakuaisha-welfare.net/kohituji/index.html 

管  理  者 園長 早川 育子 

対 象 児 童 児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、

保育を必要とする 2 歳児までの乳児 

認 可 定 員 ０歳児   １５人  １歳児   ２０人 

２歳児   ２１人   

利 用 定 員 満 1 歳以上 3 歳未満の児童         ３８人 

満１歳未満の児童             １２人 

開 設 年 月 日  １９９２年 ４月 １日 

事 業 所 番 号 2710051003673 

 

 

３ 施設・設備等の概要 

(1) 施 設 

敷 地 ５９５．５３㎡（新園庭２５０．１２㎡含む） 

園 舎 

構 造 鉄筋コンクリート造 

３階建のうち１階、２階 

延べ面積 ３６１．６７㎡ 

園  庭 ３２３．８８㎡   
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(2) 主な設備 

設備 部屋数 備  考 

保育室(０歳児) １ 調乳室・授乳室あり 

沐浴室 １ 0歳児保育室内 

保育室(１歳児) １ トイレあり 

保育室(２歳児) １ トイレあり 

調理室 １  

事務所 １  

 

 

４ 保育理念「隣人愛」 

保育目標 

 ・キリスト教精神に基づいて、心と身体が調和した健全な子どもの成長を目指します 

 ・国際性豊かな地域の中で、ひとりひとりの子どもを大切にした保育を目指します 

 ・家庭的な雰囲気を大切にして、伸び伸びとした保育を目指します 

 

 

５ 提供する保育等の内容 

 (1) 特定教育・保育及び時間外保育の提供 

   次項８に記載する時間において、保育を提供します。 

 (2) ひとりひとりの子どもの生活リズムを大切にし、生活面は基本的に同じ保育士が援助

をしています。それぞれの食事、午睡等の時間に合わせた少人数のグループで過ごす

育児担当保育をおこなっています。 

 

 

６ 職員の職種、員数及び職務の内容            2026年 1月 1日現在 

職 種 職務の内容 員数 常勤 非常勤 短時間 備考 

園長 園務をつかさどり、所属職員を監督 1 1    

主任 

保育士 

園長の補佐・地域の保護者に対する

子育て支援・保育士の統轄 
2 2  

  

保育士 保育に従事・計画の立案、実施、 

記録・家庭連絡 
18 9 7 2 

 

栄養士 献立の作成・調理業務 2 2    

調理員 調理業務 0  0 0  

看護師 健康・衛生の管理 2  2    

保育補助 保育士の補佐 2  2   
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＜各職種の勤務体系＞ 

職 種 勤務体系 

園長 正規の勤務時間帯  ７：00～19：00の内の 8時間(休憩 1時間) 

主任保育士 正規の勤務時間帯  ７：00～19：00の内の 8時間(休憩 1時間) 

保育士(常勤・非

常勤) 
正規の勤務時間帯  ７：00～19：00の内の 8時間(休憩 1時間) 

栄養士 正規の勤務時間帯  8：00～17：00の内の 8時間(休憩 1時間) 

 

 

※ ローテーションにより、各保育士の勤務日及び勤務時間帯は異なります。 

※ 短時間保育士の勤務日及び勤務時間はそれぞれ異なります。 

※ 職務の都合上、上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。 

 

 

７ 保育を提供する日 

  保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとします。 

  ただし、夏期休暇(8月 3日間)・冬期休暇（12月 30日から１月 4日）及び 

祝祭日、創立記念日(3月 31日)は休園となります。 

※創立記念日は卒園式の日に振替える為、0.1歳児のみお休みとなります。 

  ※夏期休暇・1 月 4 日・創立記念日においては保護者のご理解を得て休園と 

させていただきます。 

 

８ 保育を提供する時間 

 (1) 保育標準時間認定を受けた方の保育時間 

   ・７時から 18時までの範囲内で、保育を必要とする時間となります。 

実際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間等保育を必要とする時間 

で、基本の降園時間を個別に確認の上決定し、書類提出をお願いいたします。 

   ・上記以外の時間帯に保育が必要な場合は、19時までの範囲内で、時間外 

保育を提供いたします（時間外保育の利用に当たっては、別表の利用者負 

担が必要となります。ただし、土曜日の時間外保育はありません）。 

    

 (2) 保育短時間認定に係る保育時間 

   ・ 8時から 16時までの範囲内で、保育を必要とする時間となります。 

   ・ 上記以外の時間帯において、就労等の理由により保育が必要な場合は、 

７時から 8時まで又は 16時から 19時までの範囲内で、時間外保育を提 

供いたします（時間外保育の利用に当たっては、別表の利用者負担が必要 

となります。ただし土曜日は 18時から 19時の時間外保育はありません）。 
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９ 食事の提供方法及び提供を行う日、アレルギー対応状況及び栄養士の配置状況 

 (1) 食事の提供方法 

   自園調理 

  

(2) 食事の提供を行う日 

   ・月曜日から土曜日まで食事を提供します。 

   ・午前と午後に間食があります。午前の間食については、必要に応じての提供となり

ます。 

   ※ 献立表は毎月別途お知らせします。 

    

(3) アレルギー対応状況 

   ・除去食及び代替食に対応します。病院での検査結果が出た後、保護者との 

    面談を行い、詳しい内容をお聞きします。 

   ・食物アレルギー対応マニュアル有 

   

 

10 利用料金 

 (1) 保育料 

   支給認定を受けた市町村に対し、決められた保育料をお支払いいただきます。 

 (2) 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等 

   (1)に掲げる保育料のほか、別表に掲げる費用を負担していただきます。 

   お支払方法については、別途お知らせします。 

 

 

11 特別支援教育・障がい児保育の取組状況 

  地域社会の中で、障がいのある子どもとない子どもが共に育ち合うことを基本的な 

考え方として障がい児保育を行います。 

 

 

12 利用の開始に関する事項 

生野区保健福祉センターの利用調整に基づき、当園に入所が決定され支給認定を受けた

保護者が本重要事項説明書等に同意された後に保育の提供を開始します。 

 

 

13 利用の終了に関する事項 

   当園は、以下の場合には保育の提供を終了します。 

   (1) ２歳児の（３歳になった）年度 ３月３１日まで 

    (2) 保護者から退所の申し出があったとき。 

(3)その他，利用の継続について重大な支障、又は困難が生じたとき。 
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14 嘱託医に関する事項 

   当園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。 

  

(1) 小児科 

医療機関の名称 きららこどもクリニック 

医院長名又は医師名 川尻三枝 

所  在  地 大阪市生野区巽東 1 丁目 2‐14 ウイングヒルズ 1 階 

電 話 番 号 ０６－６７５７－１９１９ 

  (2) 歯科 

医療機関の名称 山本歯科 

医院長名又は医師名 山本雅之 

所  在  地 大阪市生野区小路東 1－16－7 

電 話 番 号 ０６－４３０６－２２０２ 

 

15 緊急時の対応 

  お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、保護者に連絡 

及び医療機関への受診を行います。 

 

 

16 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める、消防計画書により対応いたします。 

防災・避難設備 

・自動火災報知機  有  ・誘 導 灯    有  

・排煙設備     有  ・非常警報装置   有 

・防火戸・防火シャッター 有  ・避難用滑り台  有 

・その他、カーテン、敷物、建具等の防炎処理  有 

避難・消火訓練  避難及び消火の訓練は、毎月１回以上実施します。 

 

 

17 虐待の防止のための措置に関する事項 

  職員による園児への虐待防止のため、以下の措置を講じています。 

  虐待防止マニュアルの作成、運用をおこなっています。 

  

 

18 第三者評価の受審、自己評価の実施状況 

項 目 受審、実施状況 受審、実施結果 

第三者評価受審状況 2024年 7月 25日、26日 

受審 

2024年 9月 11日      

評価結果決定  

自己評価 2024年 7月実施  
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19 要望・苦情等に関する相談窓口 

   当園では、要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

※上記のほか、苦情・相談連絡先は玄関ホールの一覧をご覧ください。 

園内に要望・苦情等に係る意見箱も設置しています 

 

20 利用者に対しての保険の種類 

  当園では以下の保険に加入しています。 

  ※賠償責任保険 

種類・会社 東京海上日動火災保険株式会社「園賠償責任保険」 

保険金額 施設・施設業務 １事故につき７億 １名につき１億  

対物 １事故につき２００万 

生産物(給食など) １事故につき 7億 1名につき 1億 

※全園児加入 

種類 独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」 

保険金額 医療費・・保険診療の医療費総額の４割 

障害見舞金・・第１級(４０００万円)～第１４級(８８万円) 

その他 

金額（年間） 保護者負担（２１０円）保育園負担（１４０円） 

 

21 園児の利用状況（毎年度５月１日現在） 

 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

０歳児 8 人 5 人 8 人 

１歳児 20 人 20 人 20 人 

２歳児 19 人 16 人 17 人 

 

22 子ども・子育て支援法第 39 条第 3項、第 5項の規定により公表・公示された旨 

  なし (有る場合は、その旨及び公表・公示内容を記載) 

社会福祉法人 博愛社 

理事長 畑野研太郎 

大阪市淀川区十三元今里３－１－７２ 

Tel０６－６３０１－０３６７ Fax０６－６３０１－５３４７ 

当園 

ご意見・相談窓口 

相談責任者 園長 早川育子 

相談受付担当者 宮島 陽子 

Tel ０６－６７５４－４３５５ 

Fax ０６－６７５４－４３５７ 

第三者委員 

福祉サービス 

苦情委員会 

園田学園女子大学 教授 原田旬哉 ０６－６４２９－９２５１ 

株式会社ジョインハンズ 所長 外岡功一 ０６－６２２５—１１５ 
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23 当園におけるその他の留意事項 

喫煙 当園の敷地内はすべて禁煙です 

宗教活動、政治活動、 

営利活動 

利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗

教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください 

 

別表 

１ 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金 

項目 内容、負担を求める理由及び目的 金額 

帽子 購入時       １０１０円 

アルバム代 アルバム、写真代 年額    ２５００円 

行事等補助費 
クリスマス会、運動会、親子遠足、 

子育て講習会等の行事補助費 

年額 ２５００円（２歳児） 

   ２０００円(０，１歳児) 

布団リース代 利用者のみ 月額    １１００円 

おむつ使用料 トイレトレーニングが完了するまで 月額    ２６００円 

クレヨン 1・2歳児新入園児のみ        ４７０円 

粘土 1・2歳児新入園児のみ        ４８０円 

粘土ケース 1・2歳児新入園児のみ        ３００円 

※上記の料金は、途中退園されても返金致しません。 

※上記、行事補助費以外に 2 歳児は親子遠足に別途バス代(1000円)を徴収させて 

いただきます。 

２ 時間外保育における利用者負担 

◆保育短時間認定を受けた方（基本保育時間 8：00～16：00） 

月額料金 単発料金 

7：00～8：00 1000円 200円 

7：30～8：00 500円 100円 

16：00～16：30 500円 100円 

16：00～17：00 1000円 200円 

16：00～17：30 1500円 300円 

16：00～18：00 2000円 400円 

（単発料金 30 分 100 円） 

月額 単発料金 

18：00～18：30 2000円 300円 

18：00～19：00 2900円 600円 

（単発料金 30分 300円） 

※当園は、上記費用の支払を受けた場合は、領収印を領収書にかえます。 


